
         

町
臨
時
職
員
募
集 

 

町
で
は
、
緊
急
雇
用
対
策
事
業
と

し
て
、
仮
設
住
宅
等
の
維
持
管
理
者

お
よ
び
、
被
災
者
の
健
康
管
理
事
業

等
に
従
事
す
る
保
健
師
ま
た
は
看
護

師
と
そ
の
補
助
員
を
募
集
し
ま
す
。 

【
仮
設
住
宅
等
の 

維
持
管
理
従
事
者
】 

雇
用
人
数 

２
名 

応
募
資
格 

・
震
災
時
に
町
内
に
居
住
し
て
い
た

方
で
、
震
災
に
よ
り
被
災
ま
た
は
失

業
し
た
方 

・
震
災
時
に
町
内
に
勤
務
し
て
い
た

方
で
、
事
務
所
が
被
災
し
、
失
業
し

た
方 

資
格
要
件 

・
普
通
自
動
車
免
許 

・
心
身
と
も
に
健
康
な
方 

・
屋
外
で
の
作
業
が
可
能
な
方 

賃
金 

日
額
６
，
０
０
０
円 

         

休
日
休
暇 

週
休
２
日
（
シ
フ
ト

制
・
土
日
勤
務
有
） 

雇
用
期
間 

７
月
１
日

～
平
成 

24
年
３
月
下
旬 

業
務
内
容 
仮
設
住
宅
敷
地
内
の

清
掃
作
業
等 

勤
務
時
間 

７
時
間
45
分
（
原
則

１
か
月
15
日
間
勤
務
） 

勤
務
場
所 

町
内
各
仮
設
住
宅
お

よ
び
公
共
施
設 

応
募
期
限 

６
月
28
日
 

応
募
・
選
考
方
法 

都
市
計
画
課
へ
履
歴
書
（
顔
写
真

添
付
）
を
送
付
も
し
く
は
直
接
お
持

ち
く
だ
さ
い
。
（
た
だ
し
、
土
日
祝

祭
日
を
除
く
、
９
時
～
17
時
ま
で
） 

選
考
は
書
類
選
考
に
て
行
い
ま
す

が
、
応
募
者
多
数
の
場
合
は
面
接
試

験
を
行
い
ま
す
。 

そ
の
他 

業
務
上
の
事
故
に
つ
い
て
は
、
労

働
者
災
害
補
償
保
険
法
に
よ
り
対

応
し
ま
す
。
ま
た
、
雇
用
保
険
が
適

用
さ
れ
ま
す
。 

◎
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ 

都
市
計
画
課
（


２
１
１
３
） 

 

【
被
災
者
健
康
管
理
業
務
】 

保
健
師
ま
た
は
看
護
師
と 

そ
の
補
助
員 

募
集
内
容 

 

仮
設
住
宅
入
居
者
の
健
康
管
理
等 

募
集
人
数 

保
健
師
ま
た
は
看
護
師 

１
名 

補
助
員 

 
 
 
 
 
 

１
名 

応
募
資
格 

・
今
回
の
震
災
に
よ
り
被
災
し
た
方

お
よ
び
失
業
し
た
方 

・
保
健
師
ま
た
は
看
護
師
の
場
合
は
、

そ
の
資
格
の
あ
る
方 

・
普
通
自
動
車
運
転
免
許 

・
簡
単
な
パ
ソ
コ
ン
操
作
の
で
き
る

方 ・
心
身
共
に
健
康
な
方 

賃
金 

保
健
師
ま
た
は
看
護
師 

日
額 
７
，
６
０
０
円 

補
助
員 

日
額 

６
，
０
０
０
円 

雇
用
期
間 

７
月
１
日

～
平
成

24
年
３
月
下
旬 

勤
務
時
間 

祝
日
お
よ
び
年
末
年

始
を
除
く
月
曜
日
か
ら
金
曜
日 

７
時
間
45
分
（
原
則
１
か
月
20
日

間
勤
務
） 

勤
務
場
所 

新
地
町
保
健
セ
ン
タ
ー 

応
募
期
限 

６
月
28
日
 

応
募
・
選
考
方
法 

 

健
康
福
祉
課
ま
た
は
保
健
セ
ン

タ
ー
で
交
付
す
る
申
込
（
履
歴
）
書

に
記
載
し
、直
接
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

（
た
だ
し
土
日
祝
祭
日
を
除
く
、
９

時
～
17
時
ま
で
） 

 

選
考
は
書
類
選
考
に
て
行
い
ま
す

が
、
応
募
者
多
数
の
場
合
は
面
接
試

験
を
行
い
ま
す
。 

そ
の
他 

・
社
会
保
険
・
雇
用
保
険
・
労
災
保

険
加
入 

◎
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ 

 

保
健
セ
ン
タ
ー 

（


２
０
９
６
） 

平
成
23
年
度
固
定
資
産
税 

縦
覧
帳
簿
の
縦
覧 

 

平
成
23
年
度
の
固
定
資
産
税
縦

覧
帳
簿
の
縦
覧
を
次
の
と
お
り
行
い

ま
す
。 

 

こ
れ
は
、
平
成
23
年
度
の
固
定

資
産
税
の
基
礎
と
な
る
も
の
で
す
。

自
分
の
資
産
確
認
の
た
め
に
も
、
ぜ

ひ
縦
覧
し
て
く
だ
さ
い
。 

縦
覧
期
間 

７
月
１
日

～
８
月
１
日
 

（
土
・
日
曜
、
祝
日
を
除
く
） 

縦
覧
時
間 

８
時
30
分
～
17
時 

縦
覧
場
所 

税
務
課 

◎
問
い
合
わ
せ 

税
務
課 

 
 

（


２
１
１
９
） 

粗
大
・
有
害
ご
み
の
収
集 

 

震
災
後
、
収
集
を
見
合
わ
せ
て
い

ま
し
た
粗
大
・
有
害
ご
み
の
収
集
を

再
開
し
ま
す
。 

 

収
集
日
は
、
平
成
23
年
度
ゴ
ミ

収
集
カ
レ
ン
ダ
ー
の
と
お
り
で
す
。 

次
回
予
定 

福
田
・
駒
ヶ
嶺
地
区 

７
月
５
日
 

新
地
地
区 

 
 
 

７
月
14
日
 

◎
問
い
合
わ
せ 

町
民
課 

 
 

（


２
１
１
６
） 

            

広
報 

し
ん
ち 

平
成
23
年
６
月
20
日
号 

 

役場の土･日･祝日の業務について 

 

７月２日より、土･日･祝日の業務について

は、戸籍の届出受付および震災届出関係のみ

となりますので、ご協力をお願いします。 

 

◎問い合わせ 総務課（２１１１） 



公
立
相
馬
総
合
病
院 

職
員
募
集 

—
助
産
師
・
看
護
師
・
診
療
放
射
線

技
師
・
臨
床
検
査
技
師
— 

  

相
馬
方
部
衛
生
組
合
で
は
、
公
立

相
馬
総
合
病
院
職
員
採
用
候
補
者

試
験
を
行
い
ま
す
。 

職
種
・
採
用
予
定
人
員 

助
産
師 

 
 
 
 

２
名
程
度 

看
護
師 

 
 
 
 

８
名
程
度 

診
療
放
射
線
技
師 

１
名
程
度 

臨
床
検
査
技
師 

 

１
名
程
度 

受
験
資
格 

 

助
産
師
・
看
護
師 

昭
和
52
年
４
月
２
日
以
降
に
生

ま
れ
た
方
で
免
許
を
有
す
る
方
ま
た

は
同
免
許
取
得
見
込
み
の
方 

診
療
放
射
線
技
師
・
臨
床
検
査
技
師

 

昭
和
49
年
４
月
２
日
以
降
に
生

ま
れ
た
方
で
免
許
を
有
す
る
方
ま
た

は
同
免
許
取
得
見
込
み
の
方 

試
験
方
法 

作
文
試
験
、
面
接
試
験 

試
験
日
時 

７
月
19
日
 

10
時
～ 

試
験
会
場 

相
馬
市
役
所
５
階 

第
３
委
員
会
室 

受
験
手
続 

受
験
申
込
用
紙
は
、
相
馬
市
お
よ

び
新
地
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載

し
て
お
り
ま
す
。
用
紙
を
出
力
し
、

受
験
申
込
用
紙
に
必
要
事
項
を
記

入
の
上
、
必
要
書
類
（
履
歴
書
（
写

真
添
付
）
、
職
種
の
免
許
証
の
写
し

（
免
許
を
有
す
る
者
の
み
）
、
最
終

学
歴
の
卒
業
（
見
込
み
）
証
明
書
、

成
績
証
明
書
、
健
康
診
断
書
）
を
添

え
て
郵
送
に
よ
り
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。 な

お
、
郵
送
の
際
は
、
80
円
切

手
を
貼
付
し
た
宛
先
明
記
の
返
信

用
封
筒
を
必
ず
同
封
し
て
く
だ
さ

い
。 

※
郵
便
に
よ
り
受
験
申
込
用
紙
を

請
求
す
る
場
合
は
、封
筒
の
表
に「
採

用
試
験
申
込
用
紙
請
求
」
と
朱
書
き

し
、
90
円
切
手
を
貼
付
し
た
宛
先

明
記
の
返
信
用
封
筒
を
必
ず
同
封

し
て
く
だ
さ
い
。 

受
付
期
限 

７
月
12
日
 

郵
送
に
よ
る
申
込
は
７
月
12
日


必
着 

◎
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ 

相
馬
方
部
衛
生
組
合
事
務
局 

（


４
１
２
４
） 

〒
９
７
６
―
８
６
０
１ 

相
馬
市
中
村
字
大
手
先
13
番
地 

 

法
務
局
か
ら
の お

知
ら
せ 

 

法
務
局
で
は
、
被
災
さ
れ
た
方
の

不
動
産
や
会
社
の
登
記
な
ど
に
つ
い

て
の
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。 

相
談
例 

・
倒
壊
、
流
出
し
た
家
屋
の
登
記
申

請
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。 

・
相
続
に
関
す
る
登
記
手
続
き
は
ど

う
し
た
ら
よ
い
か
。 

・
土
地
や
建
物
の
権
利
証
を
紛
失
し

て
し
ま
っ
た
。 

・
会
社
の
印
鑑
や
印
鑑
カ
ー
ド
を
紛

失
し
て
し
ま
っ
た
。 

◎
問
い
合
わ
せ 

相
談
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル 


０
１
２
０
－
２
２
７
－
７
４
６ 

 

悪
質
商
法
に
注
意 

 

震
災
に
便
乗
し
た
悪
質
商
法
が
、

県
内
で
発
生
し
て
い
ま
す
。
少
し
で

も
不
審
な
点
が
あ
れ
ば
、
す
ぐ
に
契

約
せ
ず
に
次
の
連
絡
先
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。 

事
例 

「
市
町
村
か
ら
委
託
さ
れ
て
来
た
。

当
社
に
依
頼
す
れ
ば
、
行
政
か
ら
の

補
助
が
受
け
ら
れ
る
」
な
ど
と
虚
偽

の
勧
誘
で
契
約
さ
せ
る
。 

◎
問
い
合
わ
せ 

震
災
に
関
す
る
悪
質
商
法
１
１
０
番 


０
１
２
０
－
２
１
４
－
８
８
８ 

町
民
課 

（


２
１
１
６
） 

 

                                

                                
応急仮設住宅入居・建設状況 
 

応急仮設住宅は、これまで７か所に４４７戸が完成し、被災された方々

が入居を開始しています。 

 

仮設住宅 所 在 地 戸 数 入居開始日 

小川公園応急仮設住宅 小川字川向 ４８ ４月２５日 

小川公園応急仮設住宅 小川字川向 ６３ ５月 ３日 

広畑応急仮設住宅 福田字広畑 ８４ ５月１３日 

作田応急仮設住宅 埒木崎字作田 ４６ ５月１５日 

小川北原応急仮設住宅 小川字北原 ２３ ５月２１日 

新林応急仮設住宅 駒ヶ嶺字新林 ５８ ５月２８日 

前田応急仮設住宅 駒ヶ嶺字前田 ６８ ６月１０日 

すずめ塚応急仮設住宅 杉目字雀塚 ５７ ６月１９日 

がんご屋応急仮設住宅 杉目字雁小屋 １２６ ７月末予定 

合計 ５７３  

◎問い合わせ 都市計画課（２１１３） 

 

 

 

 

町内の避難所は 

全て閉鎖しました 

仮設住宅への入居等により、６月19日をもって

町内の避難所は、全て閉鎖となりました。 

 

◎問い合わせ 

新地町災害対策本部（２１１１） 



東日本大震災により被災された方へ 

町民税･固定資産税･国民健康保険税･

介護保険料･後期高齢者医療保険料の 

減免について 
 

町では、東日本大震災により、甚大な被害を受け、税負担が困難になられた方に対し、平成 22 年度

（3月 11 日以降の納期限分）および平成 23 年度の町民税、固定資産税、国民健康保険税、介護保険

料、後期高齢者医療保険料の減免を実施します。つきましては、申請受付を次の減免基準により実

施します。 

 

町民税の減免基準及び割合・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

① 死亡または行方不明の事実が明らかな場合(申請があったものと見なし減免)    10 分の 10 

② 生活保護を受けることになった場合                      10 分の 10 

③ 障がい者となった場合                                                    10 分の 9 

④ 住宅が損壊した場合 

  平成 22 年中の合計所得金額が 1,000 万円以下で、所有する住宅（居住しているもの）または家 

財が流失もしくは損壊した納税義務者（控除対象配偶者、扶養親族の所有を含む） 

合計所得金額 損害の程度 減免の割合 

500 万円以下 
全壊・大規模半壊 10 分の 10 

半壊 10 分の 5 

500 万円を超え～750 万円以下 
全壊・大規模半壊 10 分の 5 

半壊  4 分の 1 

750 万円を超える 
全壊・大規模半壊  4 分の 1 

半壊  8 分の 1 

・アパート、借家住まいの方は家財で判定 

       ・所有者が非課税の場合は、所有者を扶養している方に減免を適用 

       ・上記の方以外で、世帯内で所得が多い方を減免対象にすることも可能 

⑤ 所得が著しく減少した場合 

       ・平成 22 年の合計所得金額が 600 万円以下の方で、平成 23 年中の見積所得金額が前年の 3

割～5割以下に減少した方(減収割合に応じて減免) 

      ・農業、漁業者等の自営業を営む方が、平年収入額の 10 分の３以上の損出額が見込まれる

場合は、平成 22 年の所得金額に応じて減免します。(給与等その他の所得が 400 万円を超

える方や、平成 22 年中の合計所得金額が 1,000 万円以上の方を除く) 

      ・平成 23 年中の所得見積ができない場合は、来年の所得申告後に申請することができます。 

※減免事由が２つ以上該当する場合は、減免割合が最も多い規定を適用することができます。 

(1)



固定資産税の減免基準及び割合・・・・・・・・・・・・・ 

 

 (１) 土地 

損害の程度 減免割合 

 被害面積が当該土地の面積の 10 分の８以上 10 分の 10 

 被害面積が当該土地の面積の 10 分の６以上 10 分の８未満 10 分の 8 

 被害面積が当該土地の面積の 10 分の４以上 10 分の６未満 10 分の 6 

 被害面積が当該土地の面積の 10 分の２以上 10 分の４未満 10 分の 4 

  (２) 家屋 

損害の程度 減免割合 

 全壊と判定 10 分の 10 

 大規模半壊と判定 10 分の 6 

 半壊と判定 10 分の 4 

 (３) 償却資産 

損害の程度 減免割合 

 価格の 10 分の８以上の価値を減じたとき 10 分の 10 

 価格の 10 分の６以上 10 分の８未満の価値を減じたとき 10 分の 8 

 価格の 10 分の４以上 10 分の６未満の価値を減じたとき 10 分の 6 

 価格の 10 分の２以上 10 分の４未満の価値を減じたとき 10 分の 4 

① 津波による浸水区域(家屋滅失または土地が使用できなくなった場合)については、賦課前に

その区域を告示により指定し、全筆・全棟課税免除とします。 

② 上記区域から外れた部分については、個別にこの減免規定により減免します。 

③ り災証明により、津波による全壊または半壊以上のいずれかに該当する建物については、減

免申請があったものとみなし減免します。ただし、地震による半壊以上の建物については、

減免申請が必要です。 

④ 償却資産については、流出により明らかに使用できないものと認められるもの以外は、申請

による減免とします。 

 

国民健康保険税の減免基準及び割合・・・・・・・・・・ 

① 主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合             10 分の 10 

② 主たる生計維持者が行方不明である場合                    10 分の 10 

③ 主たる生計維持者の事業収入、給与収入等が減少した場合 

前年中の総所得金額等が 1,000 万円以下の方で、事業収入、給与収入等のいずれかの減少額

(保険金により補てんされる金額を控除)が前年中の収入額の 10 分の 3以上あり、減少する事

業収入、給与収入等以外の所得が 400 万円以下の方 
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（表１） 

前年中の合計所得金額 減免割合 

300 万円以下 10 分の 10 

400 万円以下 10 分の 8 

550 万円以下 10 分の 6 

750 万円以下 10 分の 4 

1,000 万円以下 10 分の 2 

※事業廃止により事業収入等が全て無くなった場合は、前年中の所得にかかわらず全額を免除する。 

   ④ 原子力災害対策特別措置法の規定による避難等の世帯で、震災の日以後、町の国民健康保

険の被保険者となった方                         10 分の 10  

⑤ 主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯 

損害の程度 減免割合 

全壊・大規模半壊 10 分の 10 

半壊 10 分の 5 

⑥ 主たる生計維持者以外の被保険者が行方不明の世帯            10 分の 5 

※減免項目が複数該当する場合は、最も減免割合の大きい項目を適用することができます。 

※死亡等の事実が公簿等により確認できる場合、り災証明書に記載された被害の程度が全壊、大 

規模半壊、半壊のいずれかに該当する世帯は、減免申請があったものとみなし減免します。 

 

介護保険料(第１号被保険者)の減免基準及び割合・・・・・ 

① 主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合             10分の10 

② 主たる生計維持者が行方不明の場合                      10分の10 

③ 住宅が損傷した場合 

損害の程度 減免割合 

全壊・大規模半壊 10 分の 10

半壊 10 分の 5 

④ 主たる生計維持者の事業収入、給与収入等が減少した場合 

事業収入、給与収入等のいずれかの減少額(保険金より補填される金額を控除)が前年中の収

入額の 10 分の 3以上あり、前年中の総所得金額等のうち事業収入等以外の所得が 400 万円以

下の方 

前年中の合計所得金額 減免割合 

200 万円以下 10 分の 10

200 万円超える 10 分の 8

  ⑤ 原子力災害対策特別措置法の規定による避難者等で、震災の日以後、町の介護保険の被保険

者となった方                               10 分の 10 

  ⑥ 主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明である世帯          10 分の 10 

※減免項目が複数該当する場合は、最も減免割合の大きい項目を適用することができます。 

※死亡等の事実が公簿等により確認できる場合、り災証明書に記載された被害の程度が全壊、大 

規模半壊、半壊のいずれかに該当する世帯は、減免申請があったものとみなし減免します。 

※被災者生活再建支援法に規定する長期避難世

帯に属する第１号被保険者は、損害を全壊とみな

す。 

※事業廃止により事業収入等が全て無くなった

場合は、前年中の所得にかかわらず全額を免除す

る。 
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後期高齢者医療保険料の減免基準及び割合・・・・ 

（以下の減免基準及び割合は、福島県後期高齢者広域連合が定めています） 

① 主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合           10 分の 10 

  ② 主たる生計維持者が行方不明の場合                    10分の10 

  ③ 前年中の総所得金額等が 1,000 万円以下の方で、主たる生計維持者の事業収入等が減少す

ることが見込まれ、その減少額（保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除

して得た額）が前年の当該収入額の 10 分の３以上であり、減少する事業収入等以外の所得

が 400 万円以下の方。ただし、事業の廃止または失業による場合には、前年中の所得にかか

わらず 10 分の 10 

 前年中の合計所得金額 減免割合 

 300 万円以下 10 分の 10 

 400 万円以下 10 分の８ 

 550 万円以下 10 分の６ 

 750 万円以下 10 分の４ 

 1,000 万円以下 10 分の２ 

   減免額＝対象保険料額（※）×減免割合 

※対象保険料額＝保険料額×減少する事業収入等に係る前年中の所得金額／前年中の総所得金額等 

  ④ 原子力災害対策特別措置法の規定による避難のための立ち退きまたは屋内への退避に係る

内閣総理大臣の指示の対象地域であるため、避難または退避を行なっている世帯 10 分の 10 

  ⑤ 原子力災害対策特別措置法の規定による計画的避難区域および緊急時避難準備区域の設定

に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている世帯         10 分の 10 

  ⑥ 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が居住する住宅に損害を受けた世帯  

   り災証明書に基づく次の区分による 

 損害の程度 減免割合 

 全壊 10 分の 10 

 大規模半壊・半壊 10 分の５ 

  ⑦ 被保険者（主たる生計維持者以外であるもの）が重篤な傷病を負った方または行方不明の方  

                                        10分の10 

※減免項目が複数該当する場合は、最も減免割合の大きい項目を適用することができます。 

※死亡等の事実が公簿等により確認できる場合、り災証明書に記載された被害の程度が全壊、大 

規模半壊、半壊のいずれかに該当する世帯は、減免申請があったものとみなし減免します。 

 

減免申請の問い合わせ・手続き・・・・・・・・・ 

・減免申請に関する問い合わせは、各担当窓口にお尋ねください。 

・減免の申請期限は、平成 24 年 3 月 31 日までですが早めの申請をお願いします。 

① 町民税、固定資産税、国民健康保険税      税 務 課 （２１１９） 

② 介護保険料、後期高齢者医療保険料        健康福祉課 （２９３１） 
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